
 令和元年 第 2回水巻町議会 臨時会 会議録 

 

令和元年第 2回水巻町議会臨時会第 1回継続会は、令和元年 5月 9日 10時 00分、 

水巻町議会議事堂に招集された。 

 

１．出席議員は次のとおり 

 

   1番  白 石 雄 二 

 

   2番  廣 瀬   猛 

 

   3番  津 田 敏 文 

 

   4番  大 貝 信 昭 

 

   5番  岡 田 選 子 

 

   6番  中 山   恵 

 

   7番  古 賀 信 行 

 

 

   8番  舩 津   宰 

 

    9番  髙 橋 惠 司 

 

   10番  入 江   弘 

 

   11番  住 吉 浩 徳 

 

   12番  松 野 俊 子 

 

   13番  久保田 賢 治 

 

   14番  水ノ江 晴 敏 

 

 

 

２．欠席議員は次のとおり 

 

    

  



３．議場に出席した議会事務局の職員は次のとおり 

 

   局 長 ・ 入 江 浩 二 

 

   係 長 ・ 藤 井 麻衣子 

 

   主 任 ・ 松 﨑   淳 

 

 

４．地方自治法第 121条の規定により、議場に出席したものは次のとおり 

 

町 長   美 浦 喜 明 

 

副 町 長   吉 岡   正 

 

教 育 長   小 宮 順 一 

 

総 務 課 長    

 

企 画 課 長    

 

財 政 課 長    

 

住宅政策課長    

 

税 務 課 長    

 

住 民 課 長    

 

地域づくり課長    

子育て支援課長    

 

福 祉 課 長     

 

健 康 課 長    

 

建 設 課 長    

 

 産業環境課長    

 

 下水道課長    

 

 会計管理者    

 

 学校教育課長    

 

生涯学習課長    

 

 図書館・歴史資料館館長   

   

 

５．会議付託事件は次のとおり 

 

   別紙のとおり 

  



 

 

 

 

 

令和元年５月 臨時会 

（第 2回） 

第 1回継続会 

 

 

 

 

 

本会議 会議録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 5 月 9 日 

水 巻 町 議 会
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令和元年 第 2 回水巻町議会 臨時会 第 1 回継続会 会議録 

 

令 和 元年 5 月 9 日 

午前 10 時 00 分開議 

 

議 長（白石雄二） 

出席 14名、定足数に達していますので、只今から令和元年第 2回水巻町議会臨時会第 1回継

続会を開きます。 

 

日程第 1 同意第 2号 

議 長（白石雄二） 

日程第 1、同意第 2号 水巻町監査委員の選任についてを議題といたします。地方自治法第

117条の規定により、除斥となりますので、松野議員の退席を求めます。 

 

[松野議員退場] 

 

町長に提案理由の説明を求めます。町長。 

 

町 長（美浦喜明） 

同意第 2号 水巻町監査委員の選任について。水巻町監査委員のうち、議員から選任する監

査委員が、平成 31年 4月 30日をもって任期満了となりましたので、新たに、松野俊子氏を選

任すべく、地方自治法第 196条第 1項の規定により、議会の同意を求めるものです。よろしく

お願いいたします。 

 

議 長（白石雄二） 

只今から、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

― 質 疑 な し ― 

 

質疑を終わります。只今から、討論を行います。ご意見はありませんか。古賀議員。 

 

7番（古賀信行） 

 私は反対の立場から討論いたします。意見を述べます。なぜかと言いますと、平成 30年の 6

月 4日、6月議会の初めての日ですね、それはそこの 3階の階段上がってきたところで天井から

5か所雨漏りしたんです。いや、雨漏りっていうか水漏れがですね。その約 3億 4千万かけたそ

ういう大きな仕事でしたけど、そのうちの空調関係の部分から水漏れしてバケツを 5個下に置

いてたんです。そしてその前の年には私は管財課長のそういう切断箇所を指摘したところだっ

たんです。その切断箇所からおそらく漏れていたと思うんです。それはですね。そしてそれを
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全議員がそこの前を通って来ないとこの議場に来られないのだからですね、私以外誰一人それ

を指摘しなかったですね。それは 10万、20万の仕事じゃないんです。3億 4千万もかけた仕事

がですね、そういう。だから議員というのはやっぱりみんなが払ったお金を、住民が払ったお

金を監視するのが議員の仕事ですから。そういう点ですね、私は指摘したわけですね。平成 30

年の議会で。だからそういうですね、やっぱりそういう工事の予算も議員が認めてるんだから、

そういう不具合が生じたらですね、議員もやっぱり指摘するべきだと思うんです。そういう意

味から私はこの監査委員の選任については反対いたします。以上です。 

 

議 長（白石雄二） 

ほかにありませんか。討論を終わります。只今から、採決を行います。同意第 2号 水巻町

監査委員の選任について、これに同意することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

（ 賛 成 者 挙 手 ） 

 

はい、結構です。賛成多数と認めます。よって、同意第 2号は、同意することに決しました。

松野議員、入場してください。 

 

[ 松野議員入場 ] 

 

暫時、休憩いたします。 

 

午前 10時 05分 休憩 

午前 10時 45分 再開 

 

日程第 2 選挙第 3号 

議 長（白石雄二） 

再開いたします。 

日程第 2、選挙第 3号 遠賀・中間地域広域行政事務組合議会議員の選挙について。これより

選挙を行います。選挙は投票により行います。議場を閉鎖いたします。 

 

[ 議 場 閉 鎖 ] 

 

只今の出席議員数は 14名です。水巻町議会会議規則第 32条第 2項の規定により、立会人に 2

番 廣瀬議員、5番 岡田議員、7番 古賀議員を指名いたします。 

投票用紙を配付いたします。念のために申し上げます。投票は単記無記名です。 

 

[ 投 票 用 紙 配 付 ] 
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投票用紙の配付もれはありませんか。 

 

─ な し ─ 

 

配付もれなしと認めます。投票箱を改めさせます。 

 

[ 投 票 箱 点 検 ] 

 

異常なしと認めます。只今から、投票を行います。局長が議席番号順に氏名を読み上げますので、

順番に投票願います。 

 

[ 点 呼 ・ 投 票 ] 

 

投票もれはありませんか。 

 

─ な し ─ 

 

投票もれなしと認めます。投票を終了いたします。 

直ちに開票を行います。廣瀬議員、岡田議員、古賀議員、立ち会いをお願いいたします。 

 

[ 開 票 ] 

 

選挙の結果を報告いたします。投票総数 14票、うち有効投票 14票、無効投票 0。有効投票中、

久保田議員 4票、住吉議員 4票、舩津議員 3票、岡田議員 2票、古賀議員 1票。以上のとおり

です。この選挙の法定得票数は 2票です。よって、久保田議員、住吉議員、舩津議員が遠賀・

中間地域広域行政事務組合議会議員に当選されました。議場の閉鎖を解きます。 

 

[ 閉 鎖 解 除 ] 

 

当選者が議場におられますので、水巻町議会会議規則第 33条第 2項の規定により告知をいた

します。 

 

日程第 3 選挙第 4号 

議 長（白石雄二） 

日程第 3、選挙第 4号 堀川水利組合議会議員の選挙についてを議題といたします。 

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第 2項の規定により、指名推

選にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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― 異 議 な し ― 

 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。指名の方

法につきましては議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

 

― 異 議 な し ― 

 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

堀川水利組合議会議員に、廣瀬議員、大貝議員、中山議員、髙橋議員、水ノ江議員を指名いたしま

す。お諮りします。只今、議長において指名いたしました、廣瀬議員、大貝議員、中山議員、髙橋議

員、水ノ江議員を堀川水利組合議会議員に当選人として定めることに、ご異議ありませんか。 

 

― 異 議 な し ― 

 

ご異議なしと認めます。よって、只今、指名いたしました、廣瀬議員、大貝議員、中山議員、髙橋

議員、水ノ江議員が堀川水利組合議会議員に当選されました。 

当選者が議場におられますので、水巻町議会会議規則第 33条第 2項の規定により、告知をいたし

ます。 

 

日程第 4 選挙第 5号 

議 長（白石雄二） 

日程第 4、選挙第 5号 福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙について。これより選挙を行

います。選挙は投票により行います。議場を閉鎖いたします。 

 

[ 議 場 閉 鎖 ] 

 

只今の出席議員数は 14名です。水巻町議会会議規則第 32条第 2項の規定により、立会人に 8

番 舩津議員、10番 入江議員、12番 松野議員を指名いたします。 

投票用紙を配付させます。念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

 

[ 投 票 用 紙 配 付 ] 

 

投票用紙の配付もれはありませんか。 

 

─ な し ─ 

 

配付もれなしと認めます。投票箱を改めさせます。 
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[ 投 票 箱 点 検 ] 

 

異常なしと認めます。只今から、投票を行います。局長が議席番号順に氏名を読み上げますので、

順番に投票をお願いいたします。 

 

[ 点 呼 ・ 投 票 ] 

 

投票もれはありませんか。 

 

─ な し ─ 

 

投票もれなしと認めます。投票を終了いたします。 

直ちに開票を行います。舩津議員、入江議員、松野議員、立ち会いをお願いいたします。 

 

[ 開 票 ] 

 

選挙の結果を報告いたします。投票総数 14票、うち有効投票 14票、無効投票 0。有効投票中、

松野議員 10票、岡田議員 2票、中山議員 1票、古賀議員 1票。以上のとおりです。この選挙の

法定得票数は 4票です。よって、松野議員が福岡県介護保険広域連合議会議員に当選されまし

た。議場の閉鎖を解きます。 

 

[ 閉 鎖 解 除 ] 

 

当選者が議場におられますので、水巻町議会会議規則第 33条第 2項の規定により告知をいた

します。 

 

日程第 5 閉会中の継続審査 

議 長（白石雄二） 

日程第 5、閉会中の継続審査についてを議題といたします。本案は、議会運営委員会から申し

出のあった事項でありますので、原案のとおり可決したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

 

― 異 議 な し ― 

 

ご異議なしと認めます。よって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすること

に決しました。 

以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。以上で今期臨時会の日程が全部終わり
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ましたので、令和元年第 2回水巻町議会臨時会を閉会いたします。 

 

 

午前 11時 11分 閉会 

 

 


